
令和８年度 保育所･保育園の入所申込みについて 

 
 

１　受付期間等  
 

 

◆上記の日程で申込みができない方は、次のとおり申込みができます。 

【受付期間】令和７年10月１日(水)～10月24日(金) 午前９時～午後４時30分 

【受付場所】子育て支援課(栄庁舎)、市民窓口課(三条庁舎)、栄･下田各サービスセン

ター総合窓口　　※市民窓口課での受付は事前予約が必要です。 

◆申込みに必要な書類は、各保育所(園)、子育て支援課、市民窓口課、栄･下田各サービ

スセンター総合窓口で配布します。 

◆募集人数、保育料等は、令和８年４月１日現在の年齢が基準となります。 

◆現在、入所しているお子さんの申込みは必要ありません。 

◆年度途中の入所もこの期間に申込みください。 

◆出生前のお子さんの申込みはできません。出生後に申込みくだ

さい。 

◆認定こども園と地域型保育事業実施施設には、集中受付日があ

りません。 

（＊施設一覧参照） 
 

【問合せ先】三条市教育委員会 子育て支援課 （栄庁舎）幼児･児童係　（電話0256-45-1115） 

 

２　入所について  

◆保育所(園)は、保護者が就労や疾病などのため家庭で児童の保育ができない場合に、

保護者に代わって児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。 
　 

　 

◆定員を超えた保育所(園)では選考を行います。※先着順ではありません。 

 集 中 受 付 日 受 付 時 間 受 付 場 所

 
令和７年1０月２０日(月) 午前９時～午後３時 第１希望の保育所･保育園

 
『家庭で児童の保育ができない』とは … 次の①～⑥のいずれかに該当する場合　 

①保護者が、家庭外で仕事をしているため、又は求職活動を行っているため、保育がで

きない。 

②保護者が、家庭内で日常の家事以外の仕事をしているため、保育ができない。 

③母親が、妊娠中であるか、又は出産後間がないため、保育ができない。 

※妊娠又は出産の場合、出産予定月を含めて産前･産後各２か月以内の入所となります。 

④保護者が、疾病、負傷又は精神や身体の障がいを有しているため、保育ができない。 

⑤保護者が、家庭内の長期にわたる病人や、心身に障がいがある親族の看護をしている

ため、保育ができない。 

⑥震災、風水害、火災等の災害により家屋が全壊又は破損したため、復旧の間、保育が

できない。 

※保護者が上記①～⑥のいずれかに該当していても、同居の親族等が保育できる場合は、

入所できません。 

※求職活動を理由とする入所の場合、保育実施期間が90日となります。入所後に就労を確

認できる書類(就労証明書等)の提出がない場合は、退所していただくことがあります。 

※仕事を理由とする入所の場合、労働時間が月48時間以上であることが必要です。 

※集団生活に慣れさせるなどの目的で入所することはできません。

〈予約サイト〉　〈予約専用電話〉

市民総合窓口での 
手続は予約が必要です。 

 

050-1809-8310 

(子育て･福祉）



◆次のことを考慮し、優先度の高い方から入所を決定します。 

・保護者の就労状況等 

・児童の環境(ひとり親世帯、きょうだいの入所状況等) 

◆第１希望の保育所（園）に入れなかった場合、第２希望、第３希望の順に決定します。

保護者に意向を確認するための電話等は行いません。ただし、第３希望までの保育所

（園）に入れない場合、又はきょうだいの入所が関係する場合は、連絡をさせていた

だきます。 

◆受付期間を過ぎてからの申込みは、優先度が下がります。 

 

３　入所の決定について  

◆４月入所の場合：令和８年１月中旬以降に通知書を送付します。 

◆年度途中入所の場合：入所の約１か月前に通知書を送付します。 

◆入所決定後に辞退する場合は、「保育所(園)入所辞退届」を提出してください。 

◆三条市へ転入予定の方への通知は、転入手続き後になります。転入手続きが完了した

ら、子育て支援課 幼児･児童係へお知らせください。 

 

４　保育料等について  

◆保育料は、保護者等の市民税額及び世帯状況により決定します。４月から８月分は令

和７年度の市民税額を、９月から３月分は令和８年度の市民税額を基に決定します。 

◆３歳児～５歳児クラスの児童の保育料は無料です。 

◆０歳児～２歳児クラスの市民税非課税世帯の児童の保育料は無料です。 

◆３歳児～５歳児クラスの児童は、副食費(おかず･おやつ代)として月額4,500円（令和

７年10月現在の額。認定こども園、幼稚園は金額が異なる場合があります。）を各施設

で徴収します。また、年収に応じて､免除される場合があります。 

◆三条市では、保護者が養育している子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の児童の

保育料･副食費を免除しています。申請方法等の詳細は、入所決定後に案内します。 

◆保育料と副食費については、令和８年４月に通知する予定です。 

 

５　開所時間について  

◆開所時間　平日 午前７時～午後７時　土曜日 午前７時～午後０時30分 

※開所時間とは、保育所(園)で児童の受入れが可能な時間です。 

◆保育時間　平日 午前８時30分～午後４時30分　土曜日 午前８時30分～午後０時30分 

※上記の保育時間は｢短時間｣です(一部の施設は午前８時～午後４時)。勤務時間や通

勤時間により｢短時間｣を超える時間の保育は、｢標準時間｣となります。｢短時間｣と

｢標準時間｣では、保育料に月額で100円～700円の違いがあります。 

※私立保育園では、土曜日も一日保育を実施しています。 

 

６　入所の申込みに必要なもの  

・マイナンバーカード（顔写真入り）又は本人であることが確認できる資料 

・令和８年度給付認定申請書兼保育所(園)入所申込書　 

・家庭で保育することができないことを証明する書類 

(下表を参照) 

・児童生活調査票(健康アンケート) ※１歳児以上 
 

 入　所　基　準 証　明　書　類

 ①家庭外労働 … 家庭外で仕事等をしているため、

保育ができない。

就労証明書又は申立書(自営業･農業従事、求

職活動)

※ 用紙は受付場所で配布 
します。



 
※入所児童と同居する世帯全員の方について提出が必要です。世帯分離していても必要ですが、令和８年４月１日

現在で60歳以上の祖父母は必要ありません。おじ、おばも不要です。 

※認定こども園で教育を受けることを希望する場合、証明書類は不要です。 
 

７　障がい児の保育について  

◆おおむね３歳以上で、集団保育が可能であり、日々保育所(園)への通所が可能で、家

庭で保育することができない理由に該当する児童が対象です。 

◆安全に保育を行うため、申込みの際に、保育所(園)長と個別に面談し、施設での日々

の生活における細かな支援内容や配慮する点をお知らせください。 

◆医師等の診断書や意見書の提出をお願いする場合があります。 
 

８　マイナンバー(個人番号)の記入について  

　マイナンバー法の施行に伴い、保育所(園)の入所及び保育料等に関する事務に利用す

るため、マイナンバーの記入が必要となります。 

　給付認定申請書兼保育所(園)入所申込書の個人番号欄に入所児童と保護者、同一世帯

の祖父母のマイナンバーを必ず記入してください。同一世帯のきょうだい、おじ･おばは

不要です。 

　また、申請時にマイナンバー等を確認しますので、申込みを行う保護者のマイナンバ

ーと本人が確認できる次の資料を持参してください。家族全員の資料は必要ありません。

書類を持参する保護者の資料のみで結構です。 
 

○確認資料　（ＡとＢ両方の資料が必要です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※保護者以外の代理人(祖父母等)が申込みを行う場合は、委任状が必要です。

 ②家庭内労働 … 家庭内で日常の家事以外の仕事

をしているため、保育ができない。

申立書(自営業･農業従事、内職)、委託契約書

の写し等の添付書類(内職の場合)

 ③母親の出産等 … 妊娠中であるか、又は出産後間

がないため、保育ができない。

申立書(出産･疾病)、母子健康手帳の写し等の

添付書類

 ④疾病･負傷等 … 疾病、負傷又は精神や身体の障

がいを有しているため、保育ができない。
申立書(出産･疾病)、診断書等の添付書類

 ⑤病人の看護等 … 家庭内の長期にわたる病人や、

心身に障がいがある親族の看護に当たっている

ため、保育ができない。

申立書(病人看護等)、診断書等の添付書類

 ⑥家庭の災害 … 災害により家屋が全壊又は破損

したため、復旧の間、保育ができない。
被災証明等

Ａ　マイナンバー確認資料 Ｂ　本人確認資料

（正しいマイナンバーであることの確認） （マイナンバーの正しい持ち主であることの確認）

以下の資料から１点 以下のいずれかの資料

【顔写真付身分証明書】… 以下の資料から１点

・運転免許証

・マイナンバーカード(顔写真入り) ・パスポート

※本人確認資料を兼ねます。 ・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・マイナンバーが記載された住民票の写し　等 ・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書　等

【身分証明書】… 以下の資料から２点

・公的医療保険の被保険者証

・年金手帳

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書　等



■公立保育所・私立保育園

裏館保育所 東裏館3-2-61 ４７－６５６６ １８０ ○

保内保育所 下保内487 ３８－８００８ １２０ ○

嵐南保育所 桜木町12-39 ３４－３２１３ １３０ ○

鱈田保育所 西鱈田609-1 ３４－８２３４ １２０ ○

須頃保育所 下須頃1086-1 ３２－５０１６ １３０ ○

月岡保育所 月岡3-13-14 ３５－０９９０ １２０ ○

塚野目保育所 塚野目2-11-32 ３２－４３２２ １５０ ○

栄中央保育所 福島新田丁809-1 ４５－０００５ １６０ ○

千代が丘保育所 笹岡230-1 ４６－５５６０ １２０ ○

第二つくし保育園 東大崎1-18-23 ３８－２８０３ ８０ ○ ○

ひまわり保育園 三竹2-2-4 ３４－２２１８ ８０ ○ ○

にじいろ保育園 塚野目5丁目地内 ３４－８２３０ １００ ○ ○

なでしこ青空保育園 西四日町3-15-22 ３４－２５０５ ８０ ○ ○

あいあい保育園 帯織北3 ４５－２８８５ １００ ○ ○

しただ保育園 飯田2315-1 ４６－２１５０ ５０ ○ ○

＊

栄・下田サービスセンター総合窓口のいずれかに提出してください。

■認定こども園 ※直接施設に申込みください。 受付期間：10月1日(水)～ 24日(金)

月岡2-11-4 ３３－２４３３ １１０ 満４か月から ○ ○

本町2-1-56 ３２－２５２４ １２０ 満６か月から ○ ○

尾崎955-2 ４５－２２８２ ６５ ○ ○

石上1-11-45 ３３－２１８３ ９５ ○ ○

一ノ門2-7-25 ３３－３３７３ ８５ ○ ○

田島2-19-29 ３３－２０４２ ９５ ○ ○

西本成寺1-17-28 ３２－３７９１ １３０ ○ ○

直江町1-3-32 ３２－３５８０ ９０ ○ ○

西大崎2-27-66 ３８－５３０２ １６５ ○ ○

西潟2-1 ３８－３２１０ １６０ ○ ○

北新保2-1-15 ３１－１１８８ １２０ ○ ○

興野1-4-15 ３２－３６５１ ５５ ―
１歳児
から ○

興野1-5-18 ３３－１３５９ ５５ ―
1歳児
から ○

上野原529-1 ４６－０８０４ ３５ ―
２歳児
から ○

＊

■地域型保育事業実施施設 ※３歳未満児のみ受け入れ
※直接施設に申込みください。 受付期間：10月1日(水)～ 24日(金)

上須頃5001-1 ４７－４７５５
地域枠

15
満２か月

から ○ ○

東裏館3-1-66 ６４－７５５８ １２
満５か月

から ○ ○

高安寺1320 ６４－８３０７ １２
満５か月

から ○ ○

西裏館3-4-22 ６４－７９１０ １９
満５か月

から ○ ○

令和８年度　入所児童募集対象施設一覧　

保育所（園）の集中受付日に申込書を提出できない場合は、子育て支援課（栄庁舎）、市民窓口課（三条庁舎 ※要予約）、

聖公会聖母こども園

認定こども園 松葉幼稚園

川通どれみこども園

石上どれみこども園 

一ノ門わくわくこども園

田島わくわくこども園

＊本成寺こども園

＊北陽保育園

＊つくしこども園

＊ふじの木こども園

＊きらきらこども園

認定こども園インマヌエル・ルーテル幼稚園

認定こども園三条白百合幼稚園 

認定こども園 Sanjo森のようちえん

本成寺保育園・北陽保育園・つくし保育園・ふじの木保育園・きらきら保育園は、令和８年４月に認定こども園に移行予定です。

済生会新潟県央基幹病院併設な
でしこぽかぽか保育園

ハッピー第六保育園

ハッピー第七保育園

あさひ保育園
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